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国府本所 丹生川支所 上宝支所 

【事務局長】 

東野敏朗（新任） 

【経営指導員】 

西田 洋 

浅野太志 

【経営支援員】 

洞口めぐみ 

古田里美 

【記帳員】 

藤堂紗矢香 

楢本陽子 

【記帳員】 

花木はるみ 

【記帳員】 

森田映子 

＊今年度より西田が国府担当 

浅野が上宝担当、2人で丹生川を兼任 

＊４月１日より上記の体制で業務を

行ってまいります。去年に引き続き

経営指導員2名体制と限られた人員の

中で効率的に業務を行ってまいりま

すのでご理解・ご協力の程お願い申

し上げます。 
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お役立ち情報を毎週配信致します！ 是非ご活用ください！ 

 

無料法律相談会開催のご案内 

売上回収・取引契約、消費者からのクレームをはじめ、労働者・

労働契約、賃金・労働時間、事業承継・相続などさまざまな法律問

題に対して、お困りになったことはありませんか？ 

岐阜県商工会連合会では、弁護士と直接相談できる無料法律

相談会を下記により開設させていただきますので、ご希望の方は

商工会へご連絡ください。(高山北商工会☎0577-72-4130） 

【日 時】 令和5年4月～令和6年3月（月1～2回開催） 

      13時00分～16時50分（1人50分程度） 

4月 5月 6月 7月 

4/18 5/16 5/30 6/13 7/4 7/25 

8月 9月 10月 11月 

8/8 9/12 9/26 10/17 10/31 11/14 

12月 1月 2月 3月 

12/5 12/19 1/16 2/6 2/20 3/12 

【場   所】 ＯＫＢふれあい会館またはＺＯＯＭオンライン相談 

【アドバイザー】 弁護士 かな口 崇氏 / 南 圭一氏 

【定   員】 各回先客4名（定員になり次第締め切り） 

【相談方法】 

相談は、原則としてふれあい会館にて対面で行いますが、オンラ

イン相談を希望する方は、その旨を事前連絡お願いします。最寄

りの商工会にて、ＺＯＯＭオンラインにて相談実施します。 

「新型コロナウイルス感性症離職者雇用奨励金」 

のご案内 

 『困ったなぁ』『どうしよう』 

そのお悩みをお聞かせください。    

☎丹生川 78-2002／☎上宝 86-2354 

 高山北商工会本所 
TEL：0577-72-4130 

FAX：0577-72-4514 

新任職員の御挨拶 

この度、高山北商工会事務局長に就任させていただきます 

「東野
ひがしの

敏
とし

朗
あき

」と申します。 

以前は、高山市役所に勤務しておりました。 

会員の皆様が生きがいを持って事業に取り組めるよう、精一杯

尽力させていただきます。 

特に趣味のない人間ですが、良い景色をみて、美味しいものを

食べるのが大好きです。 

おすすめがありましたら、是非ご紹介して下さい。 

 現在岐阜県では、新型コロナウイルス感染症の影響により就

労の場を失った方の再就職を促進するため、そうした方を正規

雇用労働者として雇用する中小事業主に対し「新型コロナウイ

ルス感染症離職者雇用奨励金」を支給しています。 

 
詳しくはＨＰでご確認ください。 

「新型コロナウイルス感染症離職者雇用奨励金」で検索 

で検索。 

グルメ＆ダイニングスタイルショー出展について 

今年度高山北商工会では、国の伴走型支援推進事業補助金

を活用して、令和5年9月6日～8日東京ビックサイトにて行わ

れる第34回グルメ＆ダイニングスタイルショー秋に出展を予定

しております。この商談会は、食品小売業・料飲店バイヤーが一

堂に会し、様々な新しい取引が見込める食品見本市です。 

出展希望の事業者は高山北商工会へご連絡の程よろしくお願

い致します。高山北商工会国府本所 ☎ 0577-72-4130 

【開催日】 令和5年9月6日(水)～9月8日(金)の3日間 

【時  間】 午前10：00～午後18：00(最終日17：00まで) 

【会  場】 東京ビックサイト(東京都江東区有明３丁目１１−１) 

【参加条件】 

①過去にｸﾞﾙﾒ&ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞｽﾀｲﾙｼｮｰに出展したことがない事業者 

(希望者多数の場合は抽選、少ない場合は出展経験事業も可) 

②７月～８月に実施する事前ｾﾐﾅｰ２回及び事後ｾﾐﾅｰ 1回に出

席できる事業者 

③商談会終了後、販路開拓状況や追跡調査（売上報告等）にご

協力いただける事業者(国の補助金を活用している為報告必須) 


